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平成２５年度第１２回清須市農業委員会議事録 

 

召集年月日 平成２６年３月２０日（木） 午後２時 

召 集 場 所 清須市役所本庁舎３階 大会議室 

開 会 平成２６年３月２０日（木） 午後２時 

出 席 委 員 １８名 

１．渡辺秋郷    ２．大橋 浩   ３．石田紀與    ４．早川勝義 

５．浅井尊弘   ６．安田武雄   ７．瀬尾久善    ８．浅野佳伸   

９．成瀬恒雄  １０. 三宅正恭   １１．日下部錠一  １２．石黒鈜俊   

    １３．川崎良一  １５．小崎崇德  １６．星野國雄   １７．加藤頌茲    

１８．星野 満   １９．櫻井紀彦 

 

欠 席 委 員 １名 １４. 小﨑 進 

 

本会議に職務のために出席した者の氏名 

事務局長    寺井秀樹 

主  事    島津行康・山田悠二・安藤敏秀・澤田政輝 

 

議 事 日 程 １．開会のことば 

      ２．農地転用等について 

      ３．その他 

 

事 務 局  只今より平成２５年度第１２回清須市農業委員会を開催させていただき

ます。最初に会長より開会のことばをお願いします。 

 

会 長  皆さん、こんにちは。 

今月１１日で、東日本大震災より３年が経過しました。震災復興も少しず

つ進み始めているようですが、１日も早い復興を願っています。また、犠牲

となられた方々に対して、改めて哀悼の意を表します。平成２５年度の農業

委員会も本日が最後です。この１年間、委員の皆さまにつきましては、ご協

力いただき深く感謝申し上げます。来年度も皆さんのご協力よろしくお願い

いたします。 

では、只今から、平成２５年度第１２回清須市農業委員会を開催いたしま

す。 

本日の出席議員は１８名で、小崎進委員から欠席との連絡を受けておりま

すが、定足数に達していることをご報告いたします。 

 次に、本日の議事録署名者を指名させていただきます、本日は、４番 早

川勝義 委員と１５番 小﨑崇徳 委員にお願いしたいと思います。ご異議

ございませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

会   長  ありがとうございます。 

それでは、本日の議事日程（２）農地転用等についてに進みます。 

 

【議案第３１号】  
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・農地法第５条による許可申請        ・・・・・１件 

【議案第３２号】  

・農業経営基盤強化促進法に基づく農地利用集積計画の承認について（利用

権設定）・・・・・１件 

以上、２議案について審議したいと思います。 

 

まず、【議案第３１号】農地法第５条による許可申請についてに入ります。 

それでは、事務局に説明を求めます。 

 

事 務 局  はい、会長。議案第３１号について、説明させていただきます。 

それでは、受付番号１８５番をお願いします。 

申請地は、清須市●●●●●●●番、登記現況とも田 面積２９０㎡、市

街化調整区域内となります。使用貸人●●●●様、使用借人●●●●●様と

しました使用貸借権設定で、分家住宅を建築するために農地転用をするもの

です。 

使用借人●●様は、現在●●●●市●●●●●丁目の借家アパートに夫と

子供の計５人で生活していますが、子供の成長とともに身の回りのものが増

え、手狭になったことから、今後の事を思慮し、親から承諾を得て申請しま

した。 

本家は姉が継ぎます。父親の所有する他の土地では、納税猶予・農業倉庫・

工場・苗田等の用途になっており、面積も考慮して選定しました。 

申請のあった土地は、●●●●●道路●●号●●線●●●●から半径●●

●ｍ以内の場所にあり、当該農地の区分は第３種農地と判断でき、運用通知

のエ－（ア）－a－ｂに該当します。 

また、一般基準についても他法令の許可見込みがある等、特段問題がある

とは考えられませんのでよろしくお願いします。 

以上、説明を終わります。 

 

会   長  事務局の説明が終わりました。 

この案件について、ご質問、ご意見等があればお伺いいたします。 

この案件の地元の委員は、星野満委員さんですがいかがでしょうか。 

 

星野(満)委員  別段問題ありません。 

 

会   長  他に何かご質問、ご意見等ありませんか。 

ないようですので、この案件について、当農業委員会として承認してよろ

しいでしょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

会   長  ありがとうございます。この案件について原案のとおり当農業委員会とし

て承認することといたします。 

 

続いて、【議案第３２号】農業経営基盤強化促進法に基づく農地利用集積

計画の承認について（利用権設定）に入ります。事務局に説明を求めます。 
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事 務 局  はい、会長。議案第３２号について、説明させていただきます。 

農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による利用権設定となりま

す。利用権設定をする者は●●●●様、利用権設定を受ける者は●●●●様で

あり、利用権設定をする農用地は、清須市●●●●●●番 登記現況とも畑 

３０７㎡になります。 

今回利用権設定を受ける●●様は、清須市農業体験塾で３年経験され、年間

営農計画では、従事日数２００日、大根を始め、小松菜・トマト・枝豆などの

露地野菜の年間営農を計画するという「すべて耕作」・「常時従事」・「効率利用」

の要件を備えています。 

権利の存続期間は平成２６年４月から平成３１年３月までの５年間です。 

この案件は、農地バンク制度で、それぞれ農地を貸したい人、借りたい人と

して登録され、清須市耕作放棄地対策協議会での認定を経て、今回お互いに合

意されたことに伴う申請です。 

なお、本件については、この農業委員会で承認後は告示を行い、効力発生と

いう流れとなります。 

以上、説明を終わります。 

 

会   長  事務局の説明が終わりました。 

この案件について、ご質問、ご意見等があればお伺いいたします。委員のみ

なさんで何かありませんか。 

この案件の地元は、星野國雄委員ですが・・ 

 

星野(國)委員  別段問題ありません。 

               

会     長  ありがとうございます。他に何かご質問、ご意見等ありませんか。 

 

       ないようですので、この案件について、当農業委員会として許可してよろし

いでしょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

会   長  ありがとうございます。この案件について当農業委員会として承認することと

いたします。 

   【報告第３５号】農地法第４条第１項第７号の規定による届出に入ります。

地区の担当委員さん、何かありましたらお願いします。 

番号３８番、●●●●●●●●●● 登記畑、現況宅地、面積１９３㎡、

転用目的は一般個人住宅で始末書有りです。 

 

石 黒 委 員  問題ありません。 

 

会   長  ありがとうございます。 

続いて、【報告第３６号】農地法第５条第１項第６号の規定による届出に入

ります。 

番号１５８番 ●●●●●●●●●●●●、登記田 現況宅地、面積２４

９㎡、所有権移転による一般個人住宅への転用です。 
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大 橋 委 員  問題ありません。 

 

会   長  番号１５９番 ●●●●●●●●●●●●、登記田 現況宅地、面積１３

１㎡、所有権移転による一般個人住宅への転用です。 

 

大 橋 委 員   これも、問題ありません。 

 

会   長  番号１６０番 ●●●●●●●●●、登記現況とも畑、面積１２２㎡、所

有権移転による一般個人住宅への転用です。 

 

川 崎 委 員   問題ありません。 

 

会   長  番号１６１番 ●●●●●●●●及び●●●、登記現況とも畑、合計面積

１８１㎡、所有権移転による一般個人住宅への転用です。 

 

石 黒 委 員   問題ありません。 

 

会   長  番号１６２番 ●●●●●●●●●●●●●●●及び●●●●、登記現況

とも田、合計面積４７６㎡、所有権移転による分譲住宅への転用です。 

 

渡 辺 委 員   問題ありません。 

 

会   長  番号１６３番 ●●●●●●●●●●●●●●、登記現況とも田、面積２

１６㎡、所有権移転による一般個人住宅への転用です。 

 

渡 辺 委 員   これも、問題ありません。 

 

会   長  番号１６４番 ●●●●●●●●●●●●●●●、登記現況とも田、面積

１８１㎡、所有権移転による一般個人住宅への転用です。 

 

渡 辺 委 員   これも、問題ありません。 

 

会   長  番号１６５番 ●●●●●●●●●、登記畑 現況宅地、面積１３６㎡、

所有権移転による一般個人住宅への転用で始末書ありです。 

 

石 黒 委 員   問題ありません。 

 

会   長  番号１６６番 ●●●●●●●、登記現況とも田、面積８２４㎡、所有権

移転による診療所への転用です。 

 

浅 野 委 員   問題ありません。 

 

会   長  番号１６７番 ●●●●●●●●●、登記現況畑、面積２６４㎡、所有権

移転による分譲住宅への転用です。 

 

瀬 尾 委 員  問題ありません。あとこの後番号１８２番まで全て一体の転用となってい
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ますが、別段問題ありません。 

 

 

会   長  番号１６８番から番号１８２番まで一体での開発に関るものですので、ま

とめて申し上げます。   

番号１６８番 ●●●●●●●●●、番号１６９番 同●●●●、番号１

７０番 同●●●●及び●●●●、番号１７１番 同●●●●●●、●●●

●及び●●●●●●、番号１７２番 同●●●●●●、●●●●、●●●●

及び●●●●●●、番号１７３番 同●●●●●●、番号１７４番 同●●

●●、●●●●、●●●●●●及び●●●●●●、番号１７５番 同●●●

●、番号１７６番 同●●●●、番号１７７番 同●●●●、番号１７８番  

同●●●●、番号１７９番 同●●●●、●●●●●●及び●●●●●●、

番号１８０番 同●●●●●●、番号１８１番 同●●●●●●及び●●●

●●●、番号１８２番 ●●●●●●●●。いずれも登記現況畑、先程の番

号１６７番を含め合計面積は７７５４．７５㎡となり、所有権移転による分

譲住宅への転用となります。 

 

       番号１８３番 ●●●●●●●●●、登記現況とも田、面積６０８㎡、賃

貸借権設定による工事用用地としての一時転用です。 

 

大 橋 委 員  問題ありません。 

 

会   長  番号１８４番 ●●●●●●●●●●、登記現況とも畑、面積１３８㎡、

所有権移転による一般個人住宅への転用です。 

 

瀬 尾 委 員  問題ありません。 

 

会   長  番号１８６番 ●●●●●●●●●●●●●●、登記田 現況畑、面積３

９９㎡、所有権移転による露天駐車場への転用です。 

 

渡 辺 委 員  問題ありません。 

 

会   長  番号１８７番 ●●●●●●●●●●●●●●●、登記田 現況畑、面積

３９９㎡、所有権移転による露天駐車場への転用です。 

 

渡 辺 委 員  これも、問題ありません。 

 

会   長  ありがとうございます。 

続いて、【報告第３７号】農地法第１８条第６項の規定による通知書につい

てに移ります。地区の担当委員さん、何かありましたらお願いします。 

番号７番、●●●●●及び●●、登記現況ともに畑の合意解約ですが。 

 

星野(國)委員  問題ありません。 

 

会   長  ありがとうございます。 

続きまして、【報告第３８号】農地改良届出書についてに移ります。地区
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の担当委員さん、何かありましたらお願いします。 

番号６番、●●●●●●●、地目 田から畑、面積は３５７㎡です。 

 

石 田 委 員  別段問題ありません。 

 

これで本日予定されておりました議案は終了いたしました。この際何か質

問等ありませんか。 

 

ないようですので、（３）その他について移ります。事務局より何かあり

ますか。 

 

事 務 局  はい会長。 

       まず、お手元の資料の中で、平成２５年度の目標及びその達成に向けた活

動の点検・評価(案）抜粋をご覧ください。前回の委員会でご審議していた

だきました法令事務の点検につきまして、周知の方法につきましては市ホー

ムページ及び産業課窓口というように追記させていただきました。農家基本

台帳面積につきましては、市内農地の他に市内在住者の市外の農地が含まれ

ていましたので、訂正いたします。その結果、農家基本台帳面積は３４５ｈ

ａ、うち市内の面積は２９８ｈａとなりましたのでご報告いたします。 

 

続きまして、お手元の資料の中で、農業関係の補助金を見直しますという

ものをご覧ください。以前にもお話しましたが、国の方針として、個別所得

保障制度の見直し等農業施策の見直しがかかっております。市としましても、

各種補助金を見直し統合をさせていただくことになりましたので、ご報告い

たします。 

まず、生産調整関係の補助金ですが、現行は休耕及び転作が 1㎡あたり３

５円、景観形成については４５円で補助金を交付しておりましたが、来年度

につきましては、休耕及び転作は３０円、景観形成につきましては３５円と

させていただく予定です。生産調整推進対策事業等事務助成金につきまして

は、現行は１実行組合当たり１３，０００円で交付しておりましたが、実行

組合の育成補助という目的から、均等割りを減らし人数割りの割合を増やす

ことにより、農業振興事業補助金として統合してまいります。 

次に、農業振興事業補助金の見直しにつきまして説明します。農産物病害

虫共同防除薬品代補助金につきましては、現行は農協で購入した薬品に対し

２５％、共同苗代防除費の１００％を補助してまいりましたが、来年度はそ

れぞれ１０％と５０％に見直しを行います。水稲種子更新事業費補助金につ

きましては、農協で購入した水稲種子に対し３０％を補助しておりましたが、

来年度は２０％に見直しを行います。そ菜種子更新事業補助金につきまして

は、農協で購入したそ菜種子に対し１０％を補助しておりましたが、来年度

以降につきましては廃止させていただくということでございます。農業振興

事業補助金及び集落活動推進費補助金につきましては、先にも申しあげまし

たが生産調整推進対策事業等事務助成金も含めて統合しまして、新たに実行

組合補助金として、１実行組合あたり１０，０００円と１組合員あたり５０

０円を併用して交付とし、従来よりも均等割りより人数割りの割合を増やす

かたちで交付いたします。 

また、これまで農業委員会でもご協力いただいておりました農産物品評会
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につきましては、市としての事業は廃止いたしまして、今後はＪＡ農業祭に

協力とさせていただきます。なお、同時開催しておりました食育祭りにつき

ましては来年度以降も継続開催をいたしますが、開催場所につきましては、

従来会場としておりました新川体育館が今後使用できなくなるため、現在開

催場所が未定という状況でございます。 

以上の事項につきましては、４月の市内農協各支店で行われます実行組合

長会の際にもご連絡させていただきますのでよろしくお願いします。 

 

続きまして、農業委員の推薦についてをご覧ください。現在の農業委員の

皆様につきましては、今年の９月３０日を以って任期満了となります。次期

農業委員の選挙につきましては、任期満了日前の９月中旬に予定されている

ところであります。選出につきまして、公職選挙法に準じて行われますが、

本市では従来から農家要件等を勘案しまして、地区別に選出を行っている状

況でございます。選出方法は各地区の実情に合わせて進めていただければ構

いませんのでよろしくお願いします。また、昨今の国の方針としては、女性

農業委員の選出について申出書もございましたので、ご報告いたします。 

 

事務局より連絡事項は以上です。 

 

会 長  ありがとうございました。 

 

それでは、次回の開催について確認します。 

平成２６年４月２１日、月曜日、午後２時から、場所は清須市新川体育館

大会議室にて開催します。 

以上で、平成２５年度第１２回農業委員会を閉会します。本日はご苦労様

でした。 

 

 

 

 

 

―終了時刻午後３時４０分― 

 

 

         会   長                 

 

 

          ４番委員                 

 

 

         １５番委員                 


